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城陽市子ども・子育て会議資料 

（平成２８年度重点施策について） 

                 平成２８年３月１４日 

(2016 年) 

福祉保健部子育て支援課 

 

 

 

① 多子世帯・ひとり親世帯等の保育所保育料負担の 

軽減に係る制度改正予定について 

 

  

 

多子世帯・ひとり親世帯等の保育所保育料負担の軽減を図るため、子ども・子育

て支援法施行令の一部改正が平成２８年４月１日に施行されることに伴い、本市に

おける保育所保育料の制度を下記のとおり改正する予定です。 

 

 

 

１． 多子世帯の保育所保育料負担軽減 

（内容） 

市民税所得割課税額５７，７００円未満の世帯について、就学前までとなっ

ている多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第２子の保育所保育料を半額、第３

子以降の保育所保育料を無償化する。 

※ 平成２７年度については、京都府の第３子以降保育料無償化事業による負

担軽減を行っている。 

 

 

 

２．ひとり親世帯等の保育所保育料負担軽減 

（内容） 

現行では市民税所得割課税額４８，６００円未満の世帯となっているひとり

親世帯等の負担軽減について、市民税所得割課税額７７，１０１円未満に拡大

した上で、第１子の保育所保育料を半額、第２子以降の保育所保育料を無償化

する。 
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３．参考具体例 

 

（１）多子世帯の保育所保育料負担軽減 

（子どもが３人いる場合） 

 1 人目の子 ２人目の子 ３人目の子 

１８歳 

以上 

５歳児 

（入所） 

３歳児 

（入所） 

平成２６年度  
第１子 

全額 

第２子 

半額 

平成２７年度 

（京都府・第３子以降保育料無償化事業） 

（市民税所得割課税額 169,000 円未満世帯） 

 
第１子 

全額 

第２子 

半額 

平成２８年度 

（国・多子世帯負担軽減制度） 

（市民税所得割課税額 57,700 円未満世帯） 

第１子 
第２子 

半額 

第３子 

無償 

※ 太枠内の第１子～第３子は保育所保育料負担軽減に係る対象者 

 

（子どもが４人いる場合） 

 1 人目 

の子 

２人目 

の子 

３人目 

の子 

４人目 

の子 

１８歳 

以上 

１８歳 

未満～ 

小１ 

５歳児 

（入所） 

３歳児 

（入所） 

平成２６年度   
第１子 

全額 

第２子 

半額 

平成２７年度 

（京都府・第３子以降保育料無償化事業） 

（市民税所得割課税額 169,000 円未満世帯） 

 第１子 
第２子 

全額 

第３子 

無償 

平成２８年度 

（国・多子世帯負担軽減制度） 

（市民税所得割課税額 57,700 円未満世帯） 

第１子 第２子 
第３子 

無償 

第４子 

無償 

※ 太枠内の第１子～第４子は保育所保育料負担軽減に係る対象者 
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（２）ひとり親世帯等の保育所保育料負担軽減 

 

 1 人目の子 ２人目の子 ３人目の子 

５歳児 

（入所） 

３歳児 

（入所） 

１歳児 

（入所） 

平成２７年度 

（市民税所得割課税額 48,600 円未満世帯） 

第 1 子 

全額 

第２子 

半額 

第３子 

無償 

平成２８年度 

（国・ひとり親世帯等負担軽減制度） 

（市民税所得割課税額 77,101 円未満世帯） 

第１子 

半額 

第２子 

無償 

第３子 

無償 

 

（参考）根拠法令等の枠組み 

 

 

（平成２７年度制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２８年度制度） 

 

 

 

城陽市立保育所の設置及び管理 

に関する条例（現行） 

【子ども・子育て支援法施行令】 

第３子以降保育料無償化事業 

【京都府】 

城陽市立保育所の設置及び管理 

に関する条例（現行） 

【子ども・子育て支援法施行令】 

第３子以降 

保育料無償化 

事業（未定） 

【京都府】 

城陽市立保育所の設置及び管理 

に関する条例（一部改正予定） 

【子ども・子育て支援法 

施行令】（一部改正予定） 

負担軽減措置 

負担軽減措置 



4 

 

 

 

②病児保育事業の実施について 

 

１．概要 

病児保育とは、「児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症

状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設さ

れた専用スペースで一時的に保育する事業」です。 

（参考：病後児保育） 

児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童

を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペースで一時的に保育する事業。 

 

２．背景 

① 市民からの要望 

保育園保護者会及び市議会 

② 城陽市民の利便性確保 

・ 平成２６年度中において、宇治市内医院及び京田辺市内医院の城陽市民利用件

数はそれぞれ延べ５５件及び８件 

 

３．平成２８年度当初予算計上額 
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③久世学童保育所整備事業について 

 

１．概要 

久世学童保育所の児童１人当たり面積は、城陽市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例第 9 条第 2 項の規定による「おおむね 1.65 ㎡／1

名」を常時割り込み、将来的な入所見込でも定員を上回ることとなることから、児童

1 人当たりの面積を確保するため、久世小学校の校舎増築に併せ施設の整備を行いま

す。 

 なお、久世小学校校舎の建築が平成 27 年～28 年度に予定されていることから、そ

の後に学童保育所を改築し、工事までは、現保育室の補完として久世小学校特別教室

を借用し、工事期間中については、久世小学校余裕教室を借用いたします。 

  

場  所：久世芝ヶ原１４３ 

構  造：プレハブ造 2 階建て 

延床面積：３１６．２５㎡ 

保育面積：２３２．６５㎡ 

定  員：１４１名 

 

２．工程（予定） 

校舎増築工事（～平成２８年９月） 

学童保育所引越（平成２８年１０月） 

現学童保育所解体（平成２８年１０月～１１月） 

新学童保育所工事（平成２８年１１月～平成２９年３月） 

新学童保育所移転（平成２９年３月） 

開所（平成２９年４月～） 
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３．平成２８年度当初予算計上額 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．位置図 

 

 

 

 
 

現学童保育所  

飼育小屋 学童整備エリア 
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城陽市子ども・子育て会議資料 

（平成２８年度重点施策） 平成２８年３月１４日 

                       (2016年 ) 

                教育委員会事務局 

学校教育課 

 

多子世帯・ひとり親世帯等の幼稚園保育料負担の 

軽減に係る制度改正予定について 

 

 

 現在、国の子ども・子育て支援新制度における平成２８年度予算案が

示され、保育料軽減の拡充が予定されていることから、本市の幼稚園保

育料についても、見直しを行う予定であることを報告します。 

 

１  国の子ども・子育て支援新制度の平成２８年度予算案における保育

料負担軽減の見直し内容 

 (1) 多子世帯の保育料負担軽減 

市民税所得割課税額７７，１００円以下の世帯について、多子計

算に係る年齢制限（小学校３年生を上限）を撤廃し、園児が第２子

の場合に保育料を半額、第３子以降の場合に保育料を無償とする。 

(2) ひとり親世帯等の保育料負担軽減 

ひとり親世帯等について、現在の保育料軽減措置を拡充し、市民

税所得割課税額７７，１００円以下の世帯について、園児が第１子

の場合に保育料を半額、第２子以降の場合に保育料を無償とする。 

 

２  本市の幼稚園保育料に係る負担軽減の見直し 

幼稚園保育料については「城陽市立の幼稚園の設置及び管理に関す

る条例」で規定しているところですが、国の制度拡充の決定がされ次

第、これに合せて保育料軽減の見直しを行い、専決により当該条例の

一部改正を行う予定をしています。 

資料２  


